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集
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談

就　
　

職

くらしの情報

国
分
寺
特
別
支
援
学
校

オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
を
開
催

栃
木
県
立
国
分
寺
特
別
支
援
学

校
は
、
知
的
に
障
が
い
の
あ
る
小

学
生
か
ら
高
校
生
ま
で
が
学
ぶ
学

校
で
す
。

地
域
の
皆
さ
ん
に
子
ど
も
た
ち

の
学
習
の
様
子
や
校
内
の
施
設
な

ど
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
特
別
支
援

教
育
や
知
的
に
障
が
い
を
も
つ
子

ど
も
た
ち
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た

だ
く
た
め
、
オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル

（
学
校
開
放
）を
行
い
ま
す
。

■
日
時

10
月
22
日
㈫

午
前
９
時
〜
午
後
３
時
20
分

（
小
学
部
・
中
学
部
の
授
業
は

午
後
２
時
25
分
ま
で
）

■
場
所

栃
木
県
立
国
分
寺
特
別
支
援
学

校
（
下
野
市
柴
６

２
）

■
受
付
場
所

小
学
部
：
小
学
部
昇
降
口

中
・
高
等
部
：
中
高
等
部
昇
降

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
県
立
国
分
寺
支
援
学
校

　

☎（
44
）５
１
２
１

栃
木
県
立
特
別
支
援
学

校
学
校
祭
等
開
催
の

お
知
ら
せ

児
童
・
生
徒
に
よ
る
演
技
・
学

習
発
表
や
作
業
製
品
販
売
、
模
擬

店
、
作
品
展
な
ど
を
行
い
ま
す
。

○
国
分
寺
特
別
支
援
学
校
交
流
学

習
発
表
会
『
お
お
ぞ
ら
祭
』

■
日
時

11
月
９
日
㈯

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
２
時
25
分

■
会
場

国
分
寺
特
別
支
援
学
校

（
下
野
市
紫
6

2
）

○
栃
木
特
別
支
援
学
校
学
校
祭

『
し
ら
さ
ぎ
祭
』

■
日
時

11
月
16
日
㈯

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
２
時
30
分

■
会
場

栃
木
特
別
支
援
学
校

　
（
栃
木
市
皆
川
城
内
町
1
0
5
3
）

■
問
い
合
わ
せ
先

•
国
分
寺
特
別
支
援
学
校

☎（
44
）５
１
２
１

・
栃
木
特
別
支
援
学
校

☎
０
２
８
２（
24
）７
５
７
５

あ
な
た
の
手
話
を
地
域
福
祉

に
役
立
て
て
み
ま
せ
ん
か
？

小
山
市
聴
覚
障
害
者
協
会
で
は
、

小
山
市
登
録
手
話
通
訳
者
認
定
試

験
を
実
施
し
ま
す
。
費
用
は
無
料

で
す
。

■
日
時

12
月
14
日
㈯

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
５
時

■
場
所

小
山
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
対
象

次
の
条
件
を
同
時
に
満
た
す
方

① 

下
野
市
・
小
山
市
・
野
木
町
に

在
住
の
18
歳
以
上
の
方

②
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

•
お
や
ま
地
区
手
話
講
習
会
「
基

礎
講
座
」
修
了
者

•
手
話
通
訳
者
養
成
講
習
会
「
応

用
課
程
」「
実
践
課
程
」の
修
了
者

•
栃
木
県
登
録
通
訳
者
の
う
ち
、

下
野
市
・
野
木
町
の
在
住
者

•
相
当
の
経
験
者
（
手
話
通
訳
学

科
卒
業
者
、専
従
通
訳
経
験
者
等
）

■
試
験

筆
記
（
小
論
文
）、
実
技
（
読

み
取
り
・
聞
き
取
り
・
場
面
通
訳
）、

面
接

■
申
し
込
み
方
法

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
締
め
切
り
は
11

月
15
日
㈮
で
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

小
山
市
聴
覚
障
害
者
協
会
内

認
定
試
験
事
務
局　

担
当
古
橋

〒
３
２
３

０
０
１
２

小
山
市
羽
川
86

15

（
22
）０
７
５
１

10
月
1
日
は「
浄
化
槽
の

日
」浄
化
槽
を
お
使
い
の

皆
様
へ

浄
化
槽
は「
保
守
点
検
」「
清
掃
」

「
法
定
検
査
」
を
実
施
す
る
こ
と

が
「
浄
化
槽
法
」
に
よ
り
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
浄
化
槽
法
の
規
定

に
違
反
す
る
と
処
罰
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
浄
化
槽
が
正
し
く

機
能
す
る
た
め
に
、
適
正
な
維
持

管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
保
守
点
検
を
受
け
ま
し
ょ
う

浄
化
槽
の
機
能
を
維
持
す
る
た

め
に
機
器
類
の
調
整
・
消
毒
薬
の

補
充
等
を
4
か
月
に
1
回
以
上
実

施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
県

の
登
録
業
者
に
委
託
し
て
く
だ
さ

い
。（
処
理
方
式
や
対
象
人
員
に

よ
っ
て
回
数
は
異
な
り
ま
す
）

●
清
掃
を
行
い
ま
し
ょ
う

浄
化
槽
内
に
汚
泥
が
た
ま
る
と
、

臭
い
や
水
質
悪
化
の
原
因
に
な
り

ま
す
。
市
で
許
可
さ
れ
て
い
る
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

●
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

保
守
点
検
・
清
掃
と
は
別
に
、

指
定
検
査
機
関
に
よ
る
次
の
2
つ

の
検
査
を
必
ず
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
保
守
点
検
業
者
に
委

託
で
き
ま
す
。

①
使
用
開
始
後
3
〜
8
か
月
以
内

に
受
け
る
水
質
検
査

②
年
に
1
回
の
定
期
検
査
（
保
守

点
検
や
清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
て

い
る
か
を
確
認
し
ま
す
。）

ま
た
、
業
者
に
よ
る
維
持
管
理

の
ほ
か
に
次
の
よ
う
な
こ
と
に
気

を
付
け
て
、
浄
化
槽
と
上
手
に
付

き
合
い
ま
し
ょ
う
。

○
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
は

流
さ
な
い
○
浄
化
槽
の
マ
ン
ホ
ー

ル
の
上
に
物
を
置
か
な
い
○
便
器

の
清
掃
に
塩
酸
な
ど
の
劇
薬
を
使

わ
な
い
○
浄
化
槽
の
ブ
ロ
ワ
の
電

源
は
切
ら
な
い
○
油
や
調
理
く
ず

な
ど
は
排
水
口
へ
流
さ
な
い

■
問
い
合
わ
せ
先

下
水
道
課
☎（
48
）２
１
２
３

栃
木
県
浄
化
槽
協
会

☎
０
２
８（
６
３
３
）１
６
５
０


